
１
．
－
０

I

内
閣
人
第
圭
ハ
宮
一
号

麻
生
国
務
大
臣
ゴ
患
一
田
村
国
務
大

武
田
国
務
大
臣

萩
生
田
国
務
大
臣

茂
木
国
務
大
臣

~上

合

内
閣
総
理
大
臣

ﾉll 凸
夙
Ｕ
Ｕ

国
務
大
臣

｜

』

１
１

１

日

■

Ｏ

Ｉ

ｌ

０

Ｉ

０

Ｉ

１

０

■

。

４

。

。

■

■

ワ

ー

ロ

Ｂ

９

ｒ

Ｂ

Ｉ

Ｉ

０

■

Ｉ

８

８

Ｕ

７

０

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

ｉ

０

９

Ｇ

９

二

日

０

■

■

。

■

■

■

①

■

己

盛
”
総
務
官
妙

内
閣
官
房
長
官

蝋

内
閣
官
房
副
長
官

判
国
務
大

国
務
大

国
務
大

国
務
大

国
務
大

所
長
官
安
浪

宮
城 村 本

国
務
大

川 井沢

年年

月 |月
｜

周 |日

国
務
大

国
務
大

国
務
大

国
務
大亮

介
ｌ

惠
理
子

臣 臣 臣 臣臣

■

/7|内 閣

起案

令
和
言
一
年
ユ
ハ
月
宮
一

日

裁
可

令
和
年
月
日

上

へ

〆△遣 ノム、
T可 T］

和和

一

，二

控崔

月
日

決
定

坐
価
月
四
日



I

I

U

リ

ト

閣’

Ｐ

●

■

ヴ

イ

■

◆

１
１

１

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

（
以
上
七
月
九
日
以
降
発
令
予
定
）

（
渡
邉
惠
理
子
）



r~I〒1 裁 判 所｜
I

〃 ｜ 〃 | 〃| 〃 ｜ 〃

″

出
生
地

本
籍Ｉ

現
住
所

年〃 〃 〃 〃

I

六
○
一
四
一
一
一
広
島
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

一
ハ
ー
一
四
一
一
二
一
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

一
ハ

○

四

一一

五

八

五
六 ロ

ー
ロ

一

－

－

ﾉノ 〃

月
四 四 菫 ○

一

日
二
八
二

胆

ﾉノ 一
一
一

一
、
二
，
／
一

心●←ー一一一一

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

事’

叩
慨
肱
砂
一項

出
生
の

年
月
日

氏
名

’

や
す
な
み

安
浪

昭
和
三
十
二
年
四
月
十
九
日

内｜ 〃 最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃

庁

脚
〆
よ
誤
フ

亮閣 閣

介喜名



ダ

裁 判 所

〃

五

〃 〃 〃

四

平
成
二

〃 〃

一
ハ
ー
ニ

昭
和
六
一

年

号

四

〃 〃

四 四

〃

四 四
月

一
一

〃 〃

一 一

一
』
一
一

一

一
一
一

日

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
判
事

神
戸
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

神
戸
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
免
ず
る

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
付
を
免
じ

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
付
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

広
島
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

〃 最
高
裁
判
所

内

閣

〃 〃

ヂ

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

2丁

安
浪
亮
介



『

ノ

3丁

〃 〃 〃

一
一

〃 〃

一

○

〃

八

〃

七

〃 平
成
五

年

号

五

ﾉノ

四

〃

九 四 四

〃

四
月

一
ハ

一
一
一

一

一
一
ハ
一

一
一

一

〃 ’
一
一

日

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
二
課
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
二
課
長
を
命
ず
る

裁
判
所
判
事
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
簡
易

■

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

神
戸
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

○
Ｆ

‐
補
に
つ
き
任
期
終
了

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣 庁

名

裁 判 所

安
浪
亮
介



可1 裁 判 所
－－

年ﾉノ〃 ’ 〃 I 〃 〃〃 〃ﾉノ

一
一
一
一

一

五

一

七
一
八

■

４

１

１

吋

剖

凹

号

－

凸
■
■

〃 I 〃〃 〃〃〃
月

四四四一

－

日

一一専

二
○
一
最
高
裁
判
所
民
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
命
ず
る

二

七

ﾉノ〃 一
一
一
一

一
一
一

一一

一
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
給
与
課
長
を
命
ず
る

一
一
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
給
与
課
長
を
免
ず
る

一

甲
一

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
給
与
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
家
庭
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
刑
事
規
則
制
定
諮
問
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
魁
の
に
指
名
す
る

■
Ｉ
ｄ
ｄ
ｇ
０
ｑ
■
Ⅱ

で:字
奇副‘

堰

最
高
裁
判
所

内 ノノ ｛ 〃 〃〃〃〃

庁 －

安
浪開

亮

名
介



｢~詞司 １

ト

裁 判 所
一ー－－－－

■■ | 〃 平
成
一
九

〃 〃 〃〃 〃

隼

Ｉ

（一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

一
一
一
一

房
１
１
一
一

〃 〃

月
四 一

一
一
一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

五
一
二
二
一
一
東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

｜
″
二
七
一
部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
の
指
名
を
解
く

一
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

一
一
一
一

日

｜
簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
幹
事
を
委
嘱
す
る

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

東
京
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
命
ず
る

東
京
高
等
裁
判
所
事
務
局
長
を
免
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
捕
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

皆
季

項

最
高
裁
判
所

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会

最
高
裁
判
所

〃 〃 〃

庁 －

安
浪

亮

名

’ 介’



耐 裁判 所
■ ー ー1

■

一

年平
成

〃〃 1 〃 〃ﾉノ〃

二

王

一
一
一
ハ 号

今●ー

ﾉノ 〃〃〃
月

四九
一

日

’
二
二
一
東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

二
七
一
司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

ﾉノ〃 一
一一

二
一
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
免
ず
る

一
静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

一
一
一

一
静
岡
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
斯
終
了

簡
易
裁
判
所
判
事
選
考
委
員
会
幹
事
の
委
嘱
を
解
く

司
法
修
習
生
考
試
委
員
会
委
員
の
委
嘱
を
解
く

事
*

●

項

－一

内最
高
裁
判
所

簡
易
裁
判
所
判
事
逮
考
委
員
会

〃 〃〃

庁 一

安
浪

■

且

閣

亮I

名
介

。

Ⅱ

－



~ﾃ〒可 ’ 裁 判 所
－

年’| 〃ﾉノ 〃 ﾉノ 〃 〃

三
一

一－

九○ 号
一一▲＝■や■ 一

五五 －●－
－

1

1

ト

〃 〃 〃一
一
一

月

二一－ ■●■－坐▲
一

〃 〃 〃
－

八
日

守

■■

一
一

一
下
級
裁
判
所
裁
判
官
指
名
諮
問
委
員
会
地
域
委
員
会
（
東
京

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

大
阪
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

に
置
か
れ
る
も
の
）
地
域
委
員
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

下
級
裁
判
所
裁
判
官
指
名
諮
問
委
員
会
地
域
委
員
会
（
東
京

部
の
事
務
を
総
括
す
る
者
に
指
名
す
る

事

項

内
閣

最
高
裁
判
所

最
高
裁
判
所

最 最
高
裁
判
所

ﾉノ

r -

I罰 庁 －

裁
判
所

安
浪

亮

名、

介

旬



裁 判 所

年
号

月

日

に
置
か
れ
る
も
の
）
地
域
委
員
を
免
ず
る

事

項

最
高
裁
判
所

庁

名

8丁

安
浪
亮
介



F〒可
一

裁 判 所

〃 ノノリノ ｜ 〃 ″ｌ″

ｌ
Ⅱ
０
６
９
８
Ｉ
Ｐ
９
Ｔ
１
９
１
６
９
１
１
Ｉ
ｌ

昭
和
五
八

１
１

年’

；
平 本

籍

〃 ﾉノ 〃

成
一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー

４
、
唾
‐

《
ノ

毛｜天 ○ 七’七 一ハ 号○

二|ろ
－▲

月

1

一
一
一 九四

一
ハ 四 四 四 ○

一
一
一

▽守一ら争与一一

日
一
一
一
一

四 一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

会
競
争
環
境
整
備
小
委
員
会
委
員
）
（
～
平
成
十
八
年
一
二

経
済
産
業
省
産
業
構
造
審
議
会
臨
時
委
員
（
新
成
長
政
策
部

弁
護
士
名
簿
登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

慶
應
義
塾
大
学
法
科
大
学
院
教
授
（
～
平
成
十
九
年
一
二
月
）

｜
｜

’

弁
護
士
名
簿
登
録
取
消

公
正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
勤
務

弁
護
士
名
簿
登
録
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

ワ
シ
ン
ト
ン
州
立
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
修
了
（
Ｌ
Ｌ
。
Ｍ
・
）

弁
護
士
名
簿
登
録
取
消

’

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

東
北
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

’’
■

１

１

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

０

日

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

ｉ

１

Ｂ

ｌ

５

■

■

■

■

■

■

ａ

■

０

・

■

ろ

Ｏ

ｆ

Ｐ

』

■

１

１

■

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

■

０

日

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

ｉ

１

Ｂ

ｌ

５

■

■

■

■

■

■

ａ

■

０

・

■

ろ

Ｏ

ｆ

Ｐ

』

事

’ 口口

I

l
l

I

l
l

一
軸
股
帥

一

一

■

二

口

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

白

卓

二

二

』

産

，

Ｆ

，

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

Ｉ

‐

Ｉ

｜

’

｜
旧
氏
名

旧
氏
名

氏
名

Ｉ
Ｉ
－
庁

項
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